足立区公衆浴場法施行条例運用基準
　（趣旨）
第１条　この基準は、足立区公衆浴場法施行条例（平成２４年足立区条例第１６号。以下「条例」という。）の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
（普通公衆浴場の定義等）
第２条　条例第２条第１項に規定する普通公衆浴場は、公衆浴場における衛生等管理要領等について（平成１２年１２月１５日付生衛発第１８１１号厚生省生活衛生局長通知。以下「管理要領」という。）別添２のⅠ－第２－２（１）に規定する一般公衆浴場に該当するものとして規定したものであること。ただし、白湯使用の浴槽を必置設備とはしないこととし、サウナ室を設置する場合の最大床面積は規制しないこととすること。
（設置場所の配置の基準）
第３条　条例第３条に規定する設置場所の配置の基準の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号。以下「法」という。）において適正配置のための距離制限を規定しているのは、公衆浴場が国民の日常生活に不可欠な多分に公共性を伴う施設であり、①施設の偏在による国民の不便、②施設の濫立による衛生水準の低下等を防止するためである。
（２）　その他の公衆浴場（普通公衆浴場以外の公衆浴場）が、条例第３条第１項ただし書の規定によって配置の基準によらないこととされているのは、前述のような公共性が少ないためである。また、その他の公衆浴場として許可された公衆浴場を普通公衆浴場に変更しようとするときは、配置の基準によるものであること。
（３）　｢浴場本屋の四壁中最近の部分間でこれを測定する。｣とあるが、距離実測の基点については、浴場建物のうち玄関（客の出入口）、脱衣場、浴室、釜場の部分を浴場主屋とし、客用便所（下屋的のもの）、休憩室、住居等は距離実測の対象外とすること。
（境界の障壁）
第４条　条例第４条第１項第２号に規定する境界の障壁の取扱いについて、男女の境界の障壁の高さは、おおむね１．８メートル以上を標準とすること。
（脱衣室、洗い場及び浴室内の浴槽の床面積）
第５条　条例第４条第１項第３号、第６号、第１４号及び同条第２項第２号イに規定する脱衣室、洗い場及び浴室内の浴槽の床面積の取扱いについて、脱衣室、洗い場及び浴室内の浴槽の床面積は、男女それぞれ合計の総床面積として、脱衣室及び洗い場は１５平方メートル以上、浴室内の浴槽は４平方メートル以上とすること。
なお、脱衣室、洗い場及び浴室内の浴槽の最低床面積は、管理要領別添２のⅡ－第１－３（２）の「１．１平方メートル‥‥入浴者１人当たりの衣服の着脱等に要する面積」、管理要領別添２のⅡ－第１－４（５）の「１．１平方メートル‥‥入浴者１人当たりの洗い場使用面積」及び管理要領別添２のⅡ－第１－４（９）の「０．７平方メートル‥‥入浴者１人当たりの浴槽使用面積」を参考に指導すること。
また、脱衣室の床面積の算定に当たっては、脱衣室内の衣類保管設備、乳児用ベット等入浴付帯設備として最小限必要なものの占める床面積は、これを含むものとすること。
（脱衣室の床面）
第６条　条例第４条第１項第４号に規定する脱衣室の床面の取扱いについて、脱衣室に敷物等を置く場合は、その取扱い等について、衛生的に支障がないよう指導すること。
（履物及び衣類等の保管）
第７条　条例第４条第１項第５号及び第１９号に規定する履物及び衣類等の保管の取扱いについて、入浴者の履物、衣類その他携帯品を収納保管するための設備は、安全に保管し得る形態のものについては、特に鍵付きであることを要しないものであること。
なお、脱衣箱の数は、管理要領別添２のⅡ－第１－３（４）の計算式を参考に指導すること。
（湯栓及び水栓）
第８条　条例第４条第１項第９号に規定する湯栓及び水栓の取扱いについて、混合栓１個は、湯栓及び水栓各１個として算定すること。
（サウナ室又はサウナ設備（蒸気又は熱気のもの））
第９条　条例第４条第１項第１０号及び同条第２項第１号クに規定する熱気による入浴設備の取扱いについて、サウナ室又はサウナ設備（蒸気又は熱気のもの）を設ける場合は、次に掲げる事項によることとする。
（１）　サウナ室の床面は、清掃が容易に行える構造であること。また、室内には、清掃の際に使用される水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。
（２）　サウナ室又はサウナ設備の蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプは、直接入浴者の身体に接触しない構造であること。また、入浴者に接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
（３）　サウナ室は、換気を適切に行うため、給気口は室内の最も低い床面に近接する適当な位置に設け、排気口は天井に近接する適当な位置に設けること。
（４）　営業者又は管理者は、サウナ室内の温度を常時把握し、温度計及び温度調節装置等については、絶えず点検を行うよう指導すること。なお、温度計は室内の温度が、室内だけでなく室外からも容易に確認できるような位置に設置すること。
（５）　サウナ室には、危害予防の趣旨から、容易に内部の状態が見透しできる窓その他の装置を作るようにすること。
（６）　火災予防条例（昭和３７年東京都条例第６５号）第７条の２及び第５７条の規定に規定するサウナ設備の構造等の基準は、東京消防庁が定める予防事務審査基準の予防事務審査・検査基準Ⅱ第３章第２節第９項のとおりであるので、指導の参考とすること。
（採光）
第１０条　条例第４条第１項第１１号に規定する採光の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　採光は、原則として自然採光を必要とするが、公衆衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。
（温度計の設置）
第１１条　条例第４条第１項第１６号に規定する温度計の設置の取扱いについて、温度計のセンサーは、浴槽水の温度を的確に把握できる位置が望ましいため、オカン等の付近に設置することは適当ではないこと。
（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの構造設備）
第１２条　条例第４条第１項第１７号に規定するろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの構造設備の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　ろ過器の能力等について
　　ア　ろ過器は、１時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有することが望ましい。
イ　集毛器は毎日の清掃が必要であるため、容易に蓋が取り外せるなど、清掃しやすい構造であることが望ましいこと。
（２）　ろ過器のろ材について
ア　ろ過器のろ材は、逆洗浄で十分洗浄できる砂等の材質が望ましい。
イ　逆洗浄が困難なものについては、ろ材の交換が営業者の日常管理の中で容易に行える構造であること。
（３）　循環浴槽水の打たせ湯等への使用禁止について
　シャワー、打たせ湯及びミストサウナ等は、利用者が湯水を直接鼻から吸い込んだり、飛まつを吸引する可能性が高いため、レジオネラ属菌汚染のリスクの高い循環浴槽水を打たせ湯等に使用することを禁止するものである。従って、循環浴槽水を、浴槽水面の上部から補給する方式についても、利用者が打たせ湯のように使用する危険性がある場合は禁止する。
（４）　浴槽のオーバーフロー水の再利用禁止について
浴槽のオーバーフロー水は、すべて排水される構造とし、回収槽を設けないこと。これは、オーバーフロー溝を含めた回収槽の系統全体は、衛生管理が非常に困難であり、レジオネラ属菌発生の温床となる可能性が高いこと、及びオーバーフロー水の再利用が新鮮な湯の補給の妨げとなり、浴槽水中の水質の悪化につながること等の理由から、回収槽を設けることを禁止するものである。ただし、既存の回収槽設置施設については、引き続き使用する場合は、浴槽同様に槽内の湯水の毎日換水及び内部の清掃を行うこと。
　（５）　入浴者の誤飲防止措置等について
　　ア　循環浴槽水を落とし込みにより浴槽に補給する場合は、入浴者が誤って飲用し、又は飛まつを吸引することのないよう、飲用禁止の表示や入浴者が落とし込み部分に近づかないための措置又は飛まつの発生しない方法で補給する等の措置を講じること。
イ　気泡発生装置を使用する場合は、空気取入口は、土ぼこりが混入しないように屋内に設け、これにより難い場合は取入口にフィルターを設置すること。
（６）　吸込事故防止のための措置について
ア　循環水取入口は目皿等を設置することにより、吸込事故を防止する構造とすること。
イ　管理者は、取入口の流速について定期的に確認すること。
　（７）　気泡発生装置等について
気泡発生装置等は、設備が汚染されることで、レジオネラ属菌の感染リスクが増える。そのため、点検及び清掃が容易に行える構造とし、内部や配管下部において浴槽水が滞留しないよう排水できる構造とすること。空気取入口は、土ぼこりが混入しないように屋内に設け、これにより難い場合は取入口にフィルターを設置すること。
また、貯湯槽、調整槽等の構造設備についても、点検、清掃及び排水が容易に行える構造となるよう指導することが望ましい。

（８）　その他
脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、入浴前に体を洗うこと等、浴槽に汚れを持ち込まないための利用者への注意喚起を掲示すること。
（屋外の浴槽）
第１３条　条例第４条第１項第１８号に規定する屋外に浴槽を設ける場合の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　「屋外」とは、原則として保温のための措置が困難な場所とする。なお、屋外の浴槽に係る「適当な広さ」については、管理要領別添２のⅡ－第１－４(９)の計算式を参考に指導することとし、最低床面積については、第５条の取扱いと同様とすること。
（２）　汚水が滞留しないための構造に配慮するとともに、その周囲を衛生的に保つこと。
（３）　それぞれ専用のろ過系統を設ける等、露天風呂と内湯の浴槽水が配管を通じて混じらない構造にすること。
（４）　清掃のための水栓を設けること。
（入浴者用飲料水）
第１４条　条例第４条第１項第２１号に規定する入浴者用飲料水の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　入浴者用飲料水の設備は、できる限り設置することが望ましいものであること。
（２）　飲料水については、水道法（昭和３２年法律第１７７号）に定める水質基準に適合することを要件に、水道に直結するもの以外のものも認めること。
（かま）
第１５条　条例第４条第１項第２５号に規定するかまの取扱いについて、かまは、従来の規定趣旨を踏まえた表現とし、浴槽水と上がり湯とが混合しない鉄砲がまを認めること。
（灰、燃え殻等）
第１６条　条例第４条第１項第２６号に規定する灰、燃え殻等の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　「灰、燃え殻等が発生する場所」とは火たき場をいい、灰の飛散を防ぐために必要な仕切りをするよう指導すること。
（２）　「灰、燃え殻等が置かれる場所」とは灰捨て場をいい、鉄板又はコンクリート等の耐火性材料で周囲を囲い、ふた付きのものとすること。
（衛生害虫等）
第１７条　条例第４条第１項第３０号に規定するねずみ、衛生害虫等の取扱いについて、生息状況の点検結果に基づき、必要に応じて駆除等の適切な防除措置を講ずること。
（公衆浴場における水質等に関する基準）
第１８条　条例第４条第１項第３２号に規定する浴槽水の水質基準の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　浴槽水については、営業者が自主的に水質検査を行い、衛生管理が適切に行われているかを確認し、その結果を記録するとともに、当該記録を保存するよう指導すること。
（２）　浴槽水の検査方法については、次のとおりとする。
ア　濁度の検査方法は、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法（平成１５年厚生労働省告示第２６１号）第５２号に定める方法によること。
イ　過マンガン酸カリウム消費量の検査方法は、別表で定める検査方法によること。
ウ　大腸菌の検査方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和３７年厚生省令・建設省令第１号）別表第１に定める検定方法によること。ただし、試料は希釈せずに行うこと。
エ　レジオネラ属菌の検査方法は、ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法のいずれかによることとし、その具体的な手順は、公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属菌検査方法について（令和元年９月１９日付薬生衛発０９１９第１号厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知）別添の２に定める検査方法を参照すること。
（３）　同号エの「検出されないこと」とは、検出の下限を１０ＣＦＵ/１００mL未満の精度で試験を行ったときの検出の下限（１０ＣＦＵ/１００mL）未満をいう。したがって、１０ＣＦＵ/１００mLより高精度の試験で得られた１０ＣＦＵ/１００mL未満の数値は、「検出されないこと」として扱って差しつかえない。ただし、高精度のため検出されたことを説明し、衛生管理を怠らないよう注意喚起をすること。
（４）　温泉水や浴用剤を使用する場合の取扱いについては、当面、浴槽水の水質基準について、その含有成分等により、この基準により難く、かつ、公衆衛生上支障がないと認められる場合に限り、同号ただし書の規定を適用すること。なお、浴用剤等の使用によっても原則として浴槽の床面が容易に確認できるようなものにする等、入浴者の利用にあたって、その安全面にも十分配慮すること。また、浴用剤等の使用にあたっての効能表示等、他法と関連のある事項については、所管部署との調整を図ること。
（湯栓及び水栓の使用水）
第１９条　条例第４条第１項第３３号に規定する湯栓及び水栓の使用水の取扱いについて、井戸水を使用している場合は、水道法に基づく省略不可項目の水質検査を１年に１回以上行うことが望ましいこととする。
（浴槽水の換水）
第２０条　条例第４条第１項第３４号に規定する浴槽水の換水の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　同号ただし書の規則に定める場合として、足立区公衆浴場法施行細則（昭和５５年足立区規則第３４号。以下「規則」という。）第８条第６号に規定する「維持管理が良好で、公衆衛生上支障がないと認められること」とは、次のア及びイに掲げる事項を踏まえて配管系統ごとに判断すること。
ア　水質検査について　  
　　過去１年間に保健所が行った水質検査と営業者が自主的に行った水質検査の結果が適合していること。

イ　維持管理等について
（ア）　ろ過器を２４時間運転する等、浴槽水の清浄が保持できること。
（イ）　塩素剤等注入装置等により、営業時間外においても浴槽水の塩素剤等の濃度が保持できること。
（ウ）　過去の監視記録も含めて当該施設の維持管理が良好で衛生が確保されており、換水頻度緩和後の施設の維持管理計画を作成していること。
（２）　換水頻度の緩和後の維持管理について、営業者は、換水頻度を週１回以上に変更し　た系統について、次に掲げる事項を確認し、区長に報告すること。
ア　自主的に実施した水質検査の結果が基準に適合していること。
イ　ろ過器を２４時間運転する等、浴槽水の清浄が保持されていること。
ウ　塩素剤等注入装置等により、営業時間外においても浴槽水の塩素剤等の濃度が保持されていること。
エ　施設の維持管理が良好に行われ、衛生が確保されていること。
（３）　換水頻度の緩和後に水質検査の結果が不適合になった場合について、保健所は、営業者から提出された報告書により施設の管理状況を把握し、公衆衛生上支障がないと認められなくなったときは、浴槽水を毎日換水する取扱いに変更するよう営業者に指導すること。
（４）　換水頻度の緩和された施設における水質検査でレジオネラ属菌が検出されたときは、浴槽水を毎日換水する取扱いに変更させるとともに、保健所長は、足立区公衆浴場等におけるレジオネラ属菌検出時の指導等に関する要綱（２６足足保生発第１１３７号　平成２６年１２月１９日　衛生部長決定。以下「要綱」という。）に基づき指導を行うこととする。この場合において、要綱に基づく改善措置が完了し、当該施設の営業者から再び換水頻度の緩和の申し出があったときは、第１項第１号ア（イ）に規定する手続を行うものとする。
（貯湯槽の管理）
第２１条　条例第４条第１項第３５号に規定する貯湯槽の管理の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　同号の「貯湯槽」とは、保温しながら貯留する貯湯槽をいう。
（２）　貯湯槽に土ぼこりが混入しないよう密閉状況、破損箇所の有無及び生物膜の形成等による内部の汚れの状況等を確認するため、定期的（月に１回以上）に点検を実施するよう指導すること。
（３）　貯湯槽の温度については、レジオネラ属菌が繁殖しないよう、槽内温度を常に６０度以上になるよう温度の保持がなされることとする。また、これにより難い場合の塩素剤による湯の消毒は、条例第４条第１項第３６号エの規定による浴槽水の消毒に準じ、消毒を実施させること。
（４）　貯湯槽（温泉スタンドを含む。）の内部の点検ができる構造の場合は、点検口から内部の状況を確認し、必要に応じて槽内部の清掃と消毒を行うこととする。この場合において、１年に１回以上、清掃及び消毒を行うよう指導すること。
（ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置）
第２２条　条例第４条第１項第３６号に規定するろ過器等を使用して浴槽水を循環させるときの措置の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　同号の「ろ過器等を使用して浴槽水を循環させるとき」とは、ろ過器を使用して浴槽水を循環させている場合、ろ過器を使用せずに加温装置のみを経由させて循環させている場合又は湯水を循環させて水流を発生させる装置により循環させている場合をいう。
（２）　ろ過器の維持管理については、次のとおりとする。
ア　砂ろ過式のろ過器の逆洗浄を行う場合は、ろ材表面の汚れ等を確実に除去するため、砂が十分に攪拌されるよう水流を調節することで効果的に行うこととし、逆洗浄を行うことができないろ過器については、ろ材の交換等を行うことで生物膜の形成及び汚れの蓄積の防止に努めさせること。
イ　ろ材の汚れの除去とあわせて、塩素剤によるろ過器内部の消毒を行うよう指導すること。
（３）　配管の消毒については、次のとおりとする。
ア　配管の消毒について、現在、有効と判明している方法は、次のとおりである。
（ア）　遊離残留塩素濃度を５～１０ｍｇ／Ｌ程度に調整した浴槽水を循環系統に数時間循環させる方法
（イ）　６０度以上に加熱した高温水を循環系統に数分間から数十分間、循環させる方法
イ　消毒方法は、循環配管及び浴槽の材質、腐食状況、生物膜の状況等を考慮して適切な方法を選択することとし、水位計配管、気泡発生装置等の循環配管以外についても同様に消毒を行うものとする。
ウ　年に１回程度は循環配管の生物膜の状況を点検し、生物膜がある場合には、その除去を行うことが望ましい。この場合において、過酸化水素水を使用した配管洗浄の方法は、危険かつ専門的技術がいるため、専門業者に依頼すること。
（４）　集毛器の管理について、集毛器は、ろ過器と同様にレジオネラ属菌の温床となる可能性が高いため、毎日の清掃が必要である。また、塩素系薬剤等で集毛部や内部を消毒することが望ましい。
（５）　浴槽水の管理については、次のとおりとする。
ア　浴槽水は、毎日完全に換水し、浴槽の清掃を行うこと。また、使用中は、遊離残留塩素濃度を適宜確認し、０．４ｍｇ／Ｌ以上を保つものとする。この場合において、１．０ｍｇ／Ｌを超えないことが望ましい。
イ　薬剤注入による塩素剤等の投入箇所は、ろ過器の前が望ましい。また、運転状況等を随時確認すること。ただし、換水頻度を週１回以上に変更した系統については、第２０条第２項に規定する事項を行うこと。
ウ　洗い場の湯栓及びシャワーについては、定期的に点検を行うとともに、使用頻度に応じて通水又はシャワーヘッド等の清掃及び消毒を行うよう指導すること。
（６）　同号エただし書の規定による規則第１０条第４項に定める消毒方法については、次のとおりとする。
ア　同項第１号の「塩素系薬剤による消毒とその他の方法による消毒とを併用する方法」について、温泉の泉質等のため、塩素消毒の効果が減弱する場合には、オゾン殺菌、紫外線殺菌、銀イオン、光触媒などの消毒方法の併用を認めるものとする。ただし、これらの消毒方法は、いずれも残留性がないため、必ず塩素剤による消毒と併用すること。
イ　同項第２号の「モノクロラミンによる消毒」について、モノクロラミンによる消毒を行う場合は、濃度が高くなりすぎないよう注意するとともに、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル（平成１３年９月１１日付健衛発第９５号）に記載された管理方法を参考に指導すること。

ウ　塩素による消毒が困難な泉質の温泉や浴用剤の使用にあっては、循環設備を使用しないこと（掛け流し方式）が最も望ましい。
（７）　条例第４条第１項第３６号オの規定による規則第１０条第５項に定める水質検査について、浴槽水は、レジオネラ属菌について、原則として系統ごとに年１回以上の水質検査を実施すること。当該結果が基準値を超えていた場合は、速やかに衛生上の措置を講じた後、再度検査を行い、不検出を確認すること。
（調節槽を使用するときの措置）
第２２条の２　条例第４条第１項第３７号に規定する調節槽を使用するときの措置について、洗い場の湯栓やシャワーに湯を送る調節槽は、構造設備に応じて適切な方法で清掃及び消毒を行うよう指導すること。この場合において、点検及び清掃にあっては第２１条の規定を、消毒方法にあっては前条第３号の規定を準用すること。

（記録の保存）
第２３条　条例第４条第１項第３８号の規定による記録の保存について、第２１条から前条までの規定による点検、清掃等の記録表は、入浴設備等点検票（別記様式）を参考として記録票を作成し、その記録を３年間保存すること。
（貸与物）
第２４条　条例第４条第１項第４０号の規定による貸与物の取扱いは、次のとおりとする。
（１）　くし、タオル、パンツ、ガウン等を入浴客に貸与する場合は、必ず１客ごとに消毒した清潔なものを貸与することとし、使用前のものと使用後のものは明確に区分して処理できるようにすること。
（２）　かみそりは、１客ごとに新しいものに限り提供すること。
（３）　使用済みのかみそりを放置しないこと。
（４）　タオル、パンツ、ガウンの使用前のものは、施設管理者の管理のもとに貸与され得るような場所に、保管のための設備を設けるよう指導すること。
（７歳以上の男女の混浴）
第２５条　条例第４条第１項第４１号の規定による７歳以上の男女の混浴について、「混浴」とは、男女が裸身等で同一浴室（浴槽）を同時に利用し、かつ、風紀を乱すおそれのある場合をいう。
（物品販売）
第２６条　条例第４条第１項第４２号に規定する物品の販売等の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　物品の販売は、入浴機能を阻害しなければ、原則として販売可能とする。
（２）　アルコール販売は、入浴後の取扱いとし、脱衣室及び浴室において行わないよう指導すること。
（３）　条例第４条第２項第１号の施設においては、待合室でのお茶又はジュース程度の取扱いとすること。
（扉等）
第２７条　条例第４条第２項第１号イの規定による扉等の設置に係る取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　扉等の適当な位置とは、ガラス窓の中心の高さが床上１．４メートルである位置をいうものであること。したがって、普通人の身長を有する成人が極端な姿勢をもっていなければ個室内を見透すことができない位のものは不適当であり、強く指導すること。
（２）　ガラス窓は透明なものであって０．３メートル平方以上とし、内外ともにふた等のしゃへい物を設けてはならず、扉に鍵を付けてはならないものであること。
（待合室の広さ）
第２８条　条例第４条第２項第１号エに規定する待合室の広さの取扱いについて、待合室の広さは、個室５室までを３．３平方メートルとし、５室増すごと１．６５平方メートルを加えたものを標準とすること。
（入浴者用便所）
第２９条　条例第４条第２項第１号サ及び同項第２号オに規定する入浴者用便所の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　男子専用施設において女子従業員がおり、女子専用の便所がない場合は、女子従業員便所も設けるよう指導すること（その逆の場合も同様とする。）。
（２）　「入浴者の用に供する施設がある各階」とは、待合室、脱衣室、浴室のある階を意味し、単に受付等があることのみでその階まで便所を要求するものではないこと。
（３）　便所が、外部に接する面がなく、窓が作れない場合は、排気孔（臭気抜け）等を設けること。
（タオルの保管用戸棚）
第３０条　条例第４条第２項第１号シに規定するタオルの保管用戸棚の取扱いについて、タオルの保管用戸棚は、管理者の管理しやすい「受付」付近に設けることが望ましいこと。
（従業員用休憩室）
第３１条　条例第４条第２項第１号スに規定する従業員用休憩室の取扱いについて、従業員用休憩室は、従業員を収容するために必要な広さとし、ロッカーの数は、従業員の交代勤務を考慮し、個室数の３０％程度多く設けるよう指導すること。
（従業員の服装）
第３２条　条例第４条第２項第１号セの規定による従業員の服装の取扱いについて、従業員の服装は、上半身はブラウス（胸、腹部、脇下等が露出しないもの）とし、下半身はショートパンツ（スポーツ用程度のもの）を着用させるよう強く指導すること。この場合において、当該服装の生地は、透けて見えない程度の厚地のものとすること。
（従業員の行為）
第３３条　条例第４条第２項第１号ソの規定による従業員の行為の取扱いについて、風紀を乱す行為とは、一般的に健全な社会常識を有する普通人から見て、嫌悪又は羞恥の念を抱くような行為をいうものであること。
（入浴に必要でない物）
第３４条　条例第４条第２項第１号タに規定する入浴に必要でない物の取扱いについて、個室内に従業員の私物を持ち込ませ、又は人形、額縁の装飾品等入浴者の入浴に必要でない器物を置かせないこととし、風紀を乱すおそれのある行為等の誘発原因を除去し、清潔かつ健全な入浴環境の整備を図ること。
（営業時間の掲示）
第３５条　条例第４条第２項第１号チの規定による営業時間の掲示の取扱いについて、当該種別の公衆浴場に限らず全ての公衆浴場について、営業時間は、玄関、出入口等外部から見やすい箇所に掲示するよう指導すること。
（屋外に浴槽を設ける場合）
第３６条　条例第４条第２項第２号に定める公衆浴場において屋外に浴槽を設ける場合の取扱いについて、風紀を乱すおそれがなく、男女が裸身等で同一浴室（浴槽）を同時に利用する施設であって、当該施設の屋外に浴槽を設置する場合は、同号アの規定により同条第１項第１８号に定める基準に適合した構造とすることにより、男女の区別についてしんしゃくして対応すること。
（脱衣室及び浴室の広さ）
第３７条　条例第４条第２項第２号イ及びウに規定する脱衣室及び浴室の広さの取扱いについて、脱衣室及び浴室の「適当な広さ」については、管理要領別添２のⅡ－第１－３(２)、４（５）及び４（９）の計算式を参考に指導することとし、最低床面積については第５条に定める取扱いと同様とすること。
（履物の保管）
第３８条　条例第４条第２項第２号カに規定する履物の保管の取扱いについて、設備は、必ずしも下足場であることを要しないこと。
（管理者の設置）
第３９条　条例第４条第３項の規定による管理者の設置の取扱いについて、営業者が公衆浴場を衛生的に維持管理するために、公衆浴場ごとに次に掲げる業務を行う管理者を設置するよう義務づけたものである。
（１）　管理者の設置
ア　管理者の資格は、特別に定めないが、施設の一般的な衛生管理が行える者とする。
イ　管理者は、営業施設ごとに置くことが原則である。ただし、同一の営業者が経営する施設が近接して複数存在し、これらの施設の規模的に兼務して支障がないと区長が認める場合は、管理者は２施設までを兼務することができる。
（２）　管理者の業務
ア　法第５条第２項には、「営業者又は公衆浴場の管理者は、前項の行為（浴そう内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為）をする者に対して、その行為を制止しなければならない。」と規定しており、併せて法の規定を含む衛生上の維持管理をその管理者に義務付けたものである。
イ　管理者は、施設の衛生管理が適切に行われるよう自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底させるとともに、従業者の衛生等の教育に努めること。
（基準の特例）
第４０条　条例第５条に規定する基準の特例の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　普通公衆浴場において、浴槽の床面積が非常に大きく条例第４条第１項第９号の基準により必要以上に湯栓及び水栓を設置しなければならない場合には、当該基準をしんしゃくすることにより対応する。
（２）　条例第４条第２項第２号に規定するその他の公衆浴場において、同一施設を日別又は時間別に男女を分けて使用する場合や風紀を乱すおそれのない場合で、男女が裸身等で同一浴室を同時に利用する場合は、条例第４条第１項第２号の基準をしんしゃくすることにより対応する。
（利用者への使用方法等の周知）
第４１条　利用者への使用方法等の周知の取扱いについては、次のとおりとする。
（１）　水浴槽
　　　　　利用者がサウナ室から出て、すぐ水浴槽に入ると危険をともなうので、水浴槽の使用方法を明示させること。
（例）
水浴槽を利用する方にお願い
１　心臓病、腎臓病、高血圧等の方は、ご遠慮ください。
２　水浴する前には必ず、足元、ヒザ、大腿、上半身の順に水をかけてから入るようにして下さい
（２）　サウナ室又はサウナ設備（蒸気又は熱気のもの）
利用者の安全確保と清潔保持の観点から、サウナ室等の使用方法を明示させること。（例）
サウナ風呂をご利用の皆様へ
１　次の方は入浴をご遠慮下さい。
（１）　医師から熱気浴、温水浴を禁じられている方。
（２）　伝染性の病気にかかっている方。
（３）　心臓系に異常のある方。
（４）　ひどく疲れている方。
（５）　酒気を帯びている方。
２　他の入浴者に迷惑をかけるおそれのある行為は、ご遠慮下さい。
３　浴室及びサウナ室での次の行為は、おやめ下さい。
（１）　喫煙
（２）　新聞、雑誌等の持込み
（３）　飲食物の持込み
（４）　メガネ、時計等のサウナ室への携帯は、破損のおそれがありますのでご注意下さい。
　　　付　則（２５足足保生発第４８号　平成２５年４月１５日衛生部長決定）
　この基準は、決定の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。
　　　付　則（７足足保生発第２５７８号　令和７年１２月１日衛生部長決定）
　この基準は、令和７年１２月１日から施行する。
別表（第１８条関係）
　
滴定法
１　試薬
（１）　過マンガン酸カリウム溶液（０．５ｗ／ｖ％）
（２）　硫酸（１＋２）
精製水２００ｍＬに硫酸１００ｍＬをかく拌しながら徐々に加え、水浴上で加温しながら過マンガン酸カリウム溶液（０．５ｗ／ｖ％）を用いて微紅色が消えずに残るまで加えたものとする。
（３）　シュウ酸ナトリウム溶液（０．００５ｍｏｌ／Ｌ）
ア　シュウ酸ナトリウム０．６７０ｇを精製水に溶かして１Ｌとしたものとする。
イ　この溶液は、褐色瓶に入れて暗所に保管し、調整後１か月以内に使用する。
（４）　過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）
ア　過マンガン酸カリウム０．３１６ｇを精製水に溶かして１Ｌとしたものとする。
イ　この溶液は、褐色瓶に入れて暗所に保管する。
ウ　この溶液１ｍＬは、過マンガン酸カリウム０．３１６ｍｇを含む。
エ　次の操作により過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）のファクター（ｆ）を求めるものとする。
（ア）　精製水１００ｍＬを数個の沸騰石を入れた三角フラスコに採り、これに硫酸（１＋２）５ｍＬ及び過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）５ｍＬを加えて５分間沸騰した後、シュウ酸ナトリウム溶液（０．００５ｍｏｌ／Ｌ）１０ｍＬを加えて脱色し、直ちに過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）を用いて微紅色が消えずに残るまで加える。
（イ）　次に、（ア）に硫酸（１＋２）５ｍＬ及び過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）５ｍＬを加えて５分間煮沸した後、シュウ酸ナトリウム溶液（０．００５ｍｏｌ／Ｌ）１０ｍＬを加え、直ちに過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）を用いて微紅色が消えずに残るまで滴定し、これに要した過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）のｍL数ａから次式によりファクター（ｆ）を算定する。
ファクター（ｆ）＝１０／（ａ＋５）
２　試料の採取及び保存
　試料は、精製水で洗浄したガラス瓶又はポリエチレン瓶に採取し、速やかに試験する。速やかに試験できない場合は、冷暗所に保存し、２４時間以内に試験する。
３　試験操作
　検水１００ｍLを数個の沸騰石を入れた三角フラスコに採り、硫酸（１＋２）５ｍLと過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）１０ｍLを加えて５分間煮沸した後、シュウ酸ナトリウム溶液（０．００５ｍｏｌ／Ｌ）１０ｍLを加えて脱色し、直ちに過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）を用いて微紅色が消えずに残るまで滴定し、前後に要した過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）のｍL数ｂから次式により検水中の過マンガン酸カリウム消費量（ｍｇ／Ｌ）を算定する。
過マンガン酸カリウム消費量（ｍｇ／Ｌ）＝（ｂ×ｆ－１０）×（１０００／１００）×０．３１６
　この式において、ｆは過マンガン酸カリウム溶液（０．００２ｍｏｌ／Ｌ）のファクターを表す。
